
平
成
二
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
二
号

戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
本
邦
の
地
域
）

第
一
条
　
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
本
邦
の
地
域
は
、
南
西
諸
島
（
沖
縄
を
除
く
。
）
そ
の
他
今
次
の
大

戦
に
お
い
て
戦
闘
が
行
わ
れ
た
地
域
に
準
ず
る
事
情
に
あ
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
地
域
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
開
始
の
予
定
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

六
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

七
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
の
基
準
）

第
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
当
該
法
人
の
目
的
の
一
部
と
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
特
定
の
地
域
に
偏
る
こ
と
な
く
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
業
務
を
行
う
地
域
の
属
す
る
国
又
は
当
該
地
域
の
法
令
を
遵
守
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
に
お
い
て
当
該
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
し
な
い
こ
と
。

七
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
同
条
に
規
定
す
る
業
務
の
運
営
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

八
　
役
員
の
構
成
が
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
公
正
な
運
営
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
公
平
か
つ
適
正
な
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

（
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

（
事
業
計
画
書
等
の
提
出
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
前
段
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
法
人
は
、
事
業
計
画
書
又
は
収
支
予
算
書
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
の
提
出
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
員
証
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
同
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
（
第
六
条
関
係
）

別記様式(第六条関係) 

表面 

第     号 

身分証明書 

  官職又は職名 

氏 名 

生 年 月 日 

 上記の者は、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律第 13条第 1項

の規定による立入検査をすることができる職員であることを証明す

る。 

  

写 真 

            交付日    年  月  日 

            (  年  月  日まで有効) 

 

厚生労働大臣     印  

裏面 

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律抜粋 

第十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、 

その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出をさせ、又は当該職員に、指定 

法人の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件 

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者 

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して 

はならない。 

第十六条 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しく 

は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提 

出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規 

定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、二十万円以下の 

罰金に処する。 

２ 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、 

前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑 

を科する。 

 

(備考)規格は、縦 5.4cm×横 8.5cmとする。 
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